
  

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

『やすらぎの里金井』重要事項説明書 

 

 

当施設は介護保険の指定を受けています。 

( 山形市指定 ０６９０１０００７８号 ) 
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１．事業者 

（１）法人名 社会福祉法人 妙光福祉会 

（２）法人所在地 山形県山形市蔵王上野字南坂９２０番地 

（３）電話番号 ０２３－６８８－６２６６ 

（４）代表者氏名 柳 生  法 雄 

（５）設立年月日 昭和５９年 ９月２７日 

 

２．利用施設の概要 

（１）施設の種類 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

 平成１９年 ４月 ２５日指定  山形市  

（２）施設の目的 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護「やすらぎの里金井」

は、居宅において生活が困難になった要介護者に対し、施設を提供

し、残された機能をできる限り維持していくことで自立した生活を

送ることができるよう支援することを目的とする。 

（３）施設の名称 やすらぎの里金井 

（４）施設の所在地 山形県山形市内表東 1 番地 

（５）電話番号 ０２３－６８１－５７１１ 

（６）管理者氏名 西 田 和 弘 

（７）当施設の運営方針 ・利用者が安心して生活できるよう｢安全｣な施設作りを目指す｡ 

・利用者が｢快適｣に暮らせる生活の確保を目指す｡ 

・利用者が常に｢やすらぎ｣を得られる豊かで安定した日常生活の  

 提供を目指す｡ 

（８）開設年月日 平成１９年 ５月 １日 

（９）利用定員 ２９人 

             （２ユニット×１０名、１ユニット×９名） 

（１０）第三者評価の有無  なし 

 

 



 2 

３．職員の配置状況 

当施設では､ご契約者に対して介護老人福祉施設サービスを提供する職員として､ 

 以下の職種の職員を配置しています。 

 

〈主な職員の配置状況〉＊職員の配置については､指定基準を遵守しています。 

その他の職員として、事務担当者、営繕関係者、調理関係者等を配置しております｡ 

 

〈主な職種の勤務体制〉 

 

職   種 指定基準 実人数 職務内容 

施設長（兼務）       １（１） 施設の管理・運営の責任者 

医師（嘱託医） １ １ 
利用者に対し健康管理及び療養上の指導

を行います。 

管理者（兼務） １     １（１） 施設及び従業者の管理を行います。 

生活相談員（兼務） １ １（１） 
利用者又はご家族に対する相談に応じ社

会生活に必要な支援を行います。 

介護支援専門員（兼務） １ １（１） 
施設サービス計画作成及び認定調査を行

います。 

機能訓練指導員 

（兼務） 

３：１ 

（１０） 

１（１） 
日常生活を営むのに必要な機能の減退を

防ぐための訓練を行います。 

看護員 

（兼務含む） 
１ 

健康状態の維持及び疾病の早期発見と予

防に努めます。 

介護員 １０ 

介護や日常生活全般の世話等を行い、 

健康状態の維持及び疾病の早期発見と予

防に努めます。 

栄養士（兼務） １ １（１） 利用者の食に関わる業務を行います。 

職  種 勤    務    体    制 

医師（嘱託医） 内 科： 長谷川医院   長 谷 川 和 康 

施設長 勤務時間 ８：３０～１７：３０ 

主査（管理者） 勤務時間 ８：３０～１７：３０ 

生活相談員 勤務時間 ８：３０～１７：３０ 

介護支援専門員 勤務時間 ８：３０～１７：３０ 

看護員・機能訓練指導員 勤務時間 ８：３０～１７：３０ 

介護員 

勤務時間 

早番  ７：００～１６：００  

中番  ８：３０～１７：３０ 

 遅番 １０：００～１９：００  

１２：００～２１：００ 

夜勤 １６：００～１０：００ 

 ２１：００～ ７：００ 

栄養士 勤務時間 ８：３０～１７：３０ 
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４．当施設が提供するサービスと利用料金 

（１）提供サービス概要 

主なサービス サービス内容(概要) 

食  事 

お一人おひとりの嗜好や体の状態にあった食事形態を選択し提供します｡

特別に医療的な指導があり食事を制限されている方には、治療食の提供を

いたします｡食事時間は衛生管理上、下記のとおり定めます。また体の状

態に応じて食事場所を選択出来ます。 

朝食 ７：３０～ ９：３０ 

昼食 １１：３０～１３：３０ 

夕食 １７：３０～１９：３０ 
 

入  浴 

お一人ひとりの身体状況に応じた入浴形態で提供します｡ 

＊ 歩行可能な方を対象にした一般浴 

＊ 座位が取れる方を対象にしたチェアー浴 

＊ 座位が取れない方を対象にした臥床式機械浴 

排  泄 

お一人ひとりの状態にあった排泄介助を行います｡ 

オムツを使用している方については、定時でのオムツ交換のほか随時にも

行います｡自立している方には随時誘導し介助を行います｡ 

その他の日常生活

における介護 

・朝晩の口腔ケアを行います｡ 

・自立している方には、生活にメリハリを付けていただくために朝晩の着

替えを行うとともに、社会からの疎外感をなくすため外出行事など施設

外に出かける機会を多く持ちます｡ 

・寝たきりの方については、安静を保ち、快適でやすらぎを得られる介護

の提供に努めます｡ 

・その他日常生活にかかる業務全般の提供をします｡ 

 

（２）利用料金のお支払方法 

 前記の料金・利用料は毎月末締めとし、翌月１０日以降に一括請求とさせていただきます。

郵便振替もしくは銀行振替にてお支払いください。 

〈口座振替の場合〉 

銀行振替 
きらやか銀行 翌月２６日振替 

上記以外の金融機関 翌月２６日振替 

郵便振替 全国共通 翌月２６日振替 

〈銀行振込の場合〉 

 

 

 

 

 

 

 

〔お振込み先〕 きらやか銀行 山形南支店   

普通口座 １０４５８２６ 

        特別養護老人ホーム やすらぎの里金井   

施設長 柳 生 法 雄 
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（３）利用料金 

① 介護保険給付内利用料金 

〈基本料金〉  自己負担額 

 区 分 保険単位 １割負担 ２割負担 ３割負担 

ユニット型地域密

着型介護老人福祉

施設入所者生活介

護費＜ユニット型

個室＞ 

要介護１ 682 単位/日 682 円/日 1,364 円/日 2,046 円/日 

要介護２ 753 単位/日 753 円/日 1,506 円/日 2,259 円/日 

要介護３ 828 単位/日 828 円/日 1,656 円/日 2,484 円/日 

要介護４ 901 単位/日 901 円/日 1,802 円/日 2,703 円/日 

要介護５ 971 単位/日 971 円/日 1,942 円/日 2,913 円/日 

 

 

 

 

〈加算等〉  自己負担額 

加算項目 内容等 保険単位 １割負担 ２割負担 ３割負担 

初期加算 
入所日から起算して 

30 日間算定 
30 単位/日 30 円/日 60 円/日 90 円/日 

退所前訪問相談

援助加算 

退所に伴い、関係職員が退所

後の介護サービスなどの利用

に関する相談援助を実施 

460 単位 
（入所中原則 1 回） 

460 円/回 920 円/回 1,380 円/回 

退所後訪問相談

援助加算 

退所後 30 日以内に自宅を訪問

し、相談援助を実施 

460 単位 
（1 回） 

460 円/回 920 円/回 1,380 円/回 

退所時相談援助 

加算 

退所後の介護サービスなどの利用

に関する相談援助を実施し、か

つ、退所から 2 週間以内に市町

村および老人介護支援センター

に対して情報提供 

400 単位 
（1 回） 

400 円/回 800 円/回 1,200 円/回 

退所前連携加算 
退所に先立ち居宅介護支援

事業者に情報提供 

500 単位 
（1 回） 

500 円/回 1,000 円/回 1,500 円/回 

栄養ケア・マネジ

メント未実施のた

め減算 

14 単位/日 減算 

介護職員等処遇改

善加算Ⅱ 
所定単位×13.6％（所定単位は上記単位数の合計） 

外泊時費用 入院及び外泊をした場合、1月に6日を限度として 246単位/日(1割：246円  2割：492円 3割：738円) 
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② 介護保険給付外利用料金 

利用者負担段階 一日あたりの居住費 一日あたりの食費 

第１段階 

880 円 300 円 

・ 住民税非課税世帯で老齢福祉年金を受給している方 

・ 生活保護等を受給している方 

第２段階 

880 円 390 円 

・ 住民税非課税世帯で合計所得金額と課税年金収入額及び非課税年金収入額の合計が

年間８０万円以下の方 

第３段階① 

1,370 円 650 円 

・住民税非課税世帯で合計所得金額と課税年金収入額及び非課税年金収入額の合計が年

間８０万円を超え１２０万以下の方 

第３段階② 

1,370 円 1,360 円 

・住民税非課税世帯で合計所得金額と課税年金収入額及び非課税年金収入額の合計が年

間１２０万を超える方 

第４段階 

2,830 円 1,445 円 

・ 世帯内に住民税課税者がいる方 

・ 住民税を課税されている方 

その他 

電気器具使用料 基本料金 600 円＋1 点につき 100 円/月 

遺体処置料 7,000 円 

遺体安置料 10,000 円/1 泊 

エンゼルセット 3,000 円 

理容料、医療費、薬代、

買い物代等 
実費 

※ 入院及び外泊時において居室を確保している場合、居住費は発生いたします。ただし、第 1

～3段階の方については、外泊時費用算定時（基本的に 6日間）は通常の負担限度額を、そ

れ以外の期間は 1日につき 2,066円をお支払いいただくことになります。 
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５．苦情の受付について 

（１）当施設における苦情の受付 

当施設における苦情やご相談は、以下の専用窓口で受け付けます。 

    ○ 苦情受付窓口 

       〔担当者〕西田 和弘 

       〔職 名〕管理者 

       〔電 話〕０２３－６８１－５７１１ 

    ○ 受付時間：毎週月曜日～金曜日（土日祝日及び年末年始１２/３１～１/３は休み） 

            ８時３０分～１７時３０分 

 

（２）行政機関その他苦情受付機関 

 

 

 

 

 

 

６．運営推進会議の設置 

  当施設では、地域密着型介護老人福祉施設のサービスの提供にあたり、サービスの提供状況 

について定期的に報告するとともに、その内容等についての評価、要望、助言を受けるため、下 

記のとおり運営推進会議を設置しています。 

 

 

 

 

 

 

 

７．緊急時の対応方法 

サービス提供時に契約者に病状の急変が生じた場合は、速やかに嘱託医師に連絡をとり、速 

やかに対処いたします。 

 

 

 

 

 

 

８．非常災害時の対応方法 

非常災害に関する具体的な計画を立て、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出 

その他必要な訓練を行います。 

 

 

山形市役所福祉推進部  介護保険課 

            指導監査課 

山形市旅篭町２丁目３－２５ 

０２３－６４１－１２１２ 

山形県国民健康保険団体連合会 
寒河江市大字寒河江字久保６番地 

０２３７－８７－８０００ 

山形県福祉サ－ビス運営適正化委員会 
山形市小白川町２丁目３－３１ 

０２３－６２６－１７５５ 

嘱託医 医師名：長谷川和康    病院名：長谷川医院 

協力病院 
独立行政法人国立病院機構 山形病院 

医療法人社団松柏会 至誠堂総合病院 

〈運営推進会議〉 

構 成：利用者又は利用者のご家族、金井地区住民の代表者、 

地域包括支援センター職員  

 介護サービスに知見を有する者。 

開 催：おおむね２ヵ月に１回 

会議録：運営推進会議の内容、要望、助言等について記録を作成します。 
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山形市へ報告 

９．事故発生時の対応方法 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

事 故 発 生 

外傷や備品破損等がない

場合 

外傷や備品破損はある

が、当施設内で対応可能

な場合 

通院・入院の必要がある

場合、備品等の修理で業者

依頼または交換の必要が

ある場合 

外傷につきましては、当

施設看護職員により適切

な処置を行い、経過観察

を行います。なお、検査

のため通院する場合があ

りますが、その際はご自

身の健康保険の使用をお

願い致します。 

備品等につきましては、

当施設職員により原状

復帰致します。 

通院・入院等につきまして

は、ご家族の指定する病院

に施設公用車または救急車

にて搬送します。ご家族の

方は医療機関にまっすぐ

お出でください。 

修理に関しては施設に一任

させていただきます。 

ただし、故意になされた場合

には実費をいただく場合も

あります。 

通院・入院に際してはご自身の健康保険をお使いください。後日、施設で加入しております

共済保険を適用させていただきますが、手続き等がございますので数日後の対応になり

ます。保険金（お見舞金）の支払いについては、完治後、保険会社（損保ジャパン）より

直接支払われます。また、保険請求に際し、診断書の提出をお願いいたしますが、これら

の費用については自己負担をお願いします。 

経過観察を行います。 

後日症状が出る場合もありますので、事故後数日間は経過

観察をお願いいたします。 

普段の様子に変化がありましたら、ご一報ください。通院等

の対応をさせていただきます。 

 

いずれの場合にもご家族の方にご連絡差し上げます 
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１０．拘束禁止及び人権擁護について 
平成１１年３月３１日付の厚生労働省令｢身体拘束の禁止｣規定により緊急やむを得ない場 

合を除き、利用者の方の身体拘束及び行動を制限する行為は行いません。そのために、転倒

による骨折やけがをされる恐れのある利用者の方には、ご家族の方も含めて話し合いを行い

ご理解頂けるようにします。 

また、利用者の人権を擁護するために関係機関との連携や精神・身体・財産の保全に努

めます。 

 

１１．高齢者虐待防止について 

    事業者は利用者の方への虐待防止のため、高齢者虐待防止法に基づいた対応を致します。 

 

１２．秘密保持及び個人情報の保護について 

（１）事業者は、業務上知り得た利用者またはご家族の個人情報については、利用者また第三者 

の生命、身体等に危険がある場合など正当な理由がある場合を除き、契約中及び契約終

了後、第三者に漏らすことはありません。 

（２）事業所は、文書により利用者またはご家族の同意を得た場合には、市町村、介護支援事業 

者との連絡調整その他必要な範囲内で個人情報を用いることができるものとします。 

 

１３．個人情報の保管について 

（１）事業者は、利用者及びその家族の個人の情報の収集については利用目的の達成の限度に 

おいて行い、法令の定めに基づく場合以外は利用者の同意を得た上で提供します。 

（２）事業者は、利用者及びその家族の個人情報については、適切に保管します。 

（３）事業者は、利用者及びその家族の個人情報について、当初の目的を達成し法で定められ 

ている保管期間を超えた場合は、速やかに外部漏洩しないように適切に廃棄します。    

（４）当施設における個人情報の保管担当者は下記の通りです。また、閲覧等については、 

当法人で別に定める要綱によりますので、下記の担当者にご相談ください。 

    ○ 個人情報担当窓口（リスクマネージャー） 

       〔担当者〕西 田 和 弘 

       〔職 名〕管理者 

       〔電 話〕０２３－６８１－５７１１ 

    ○ 受付時間：毎週月曜日～金曜日（土日祝日及び年末年始１２/３１～１／３は休み） 

           ８時３０分～１７時３０分         

 

１４．社会福祉法人減免制度について 

社会福祉法人妙光福祉会は、多くの皆様にご利用していただくために、社会福祉法人減 

免制度を取り入れております｡  

 

１５．身元引受人及び連帯保証人の設定 

   利用者は､契約の有効期間中に事理弁識能力（自分で物事を判断したり決定する能力）の欠 

く場合に備えて､利用者の家族等を予め身元引受人及び連帯保証人に定めます。 

入所時すでに事理弁識能力を欠いている場合には､この契約は身元引受人と締結します。 

    身元引受人は､利用者が契約を解除した場合､利用者の身柄及び残置物を引き取ります。 
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連帯保証人は､利用者の有効期間中の金銭に関する事項について責任を負います。 

なお、連帯保証債務により連帯保証人が負う保証債務の限度額は金 100万円とします。 

民法第 465 条の 2（個人根保証契約の極度額の設定) 

 

１６．サービス利用にあたっての留意事項 

（１）サービス利用の際は、介護保険被保険者証を提示して下さい。 

（２）施設内の設備や器具は本来の用法に従ってご利用下さい。 

（３）他の利用者の迷惑になる行為はご遠慮下さい。 

（４）施設内で他の利用者に対する執拗な宗教活動及び政治活動はご遠慮下さい。 

（５）指定した場所以外で火気を用いないで下さい。 

（６）ハラスメント(パワーハラスメント、セクシャルハラスメント等)行為をしないで下さい。 

例えば、事業所の職員に対して行う暴言・暴力・嫌がらせ・過剰な福祉サービスの要求・ 

誹謗中傷等。 

（７）サービス利用中に職員の写真や動画撮影、録音等を無断でＳＮＳ等に掲載しないで下さい。 

（８）その他、管理上必要なことについてご理解下さい。 

 

１７．サービス利用の終了について 

サ－ビス利用の終了については、利用料金の支払い及び居室の原状回復を以って終了とし 

ます。 

 

１８．その他 

    やまがた介護事業者認証評価制度における認証（令和７年３月１日認証更新） 
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令和  年  月  日 

 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護サービスの提供の開始に当たり、重要事項説明

書を２部作成し、利用者に対して契約書及び本書面に基づき、重要事項を説明し、そのうち１

部を交付しました。 

事業者 

 所在地  〒990-0878 
       山形県山形市内表東１番地 

名 称   やすらぎの里金井 

 説明者                  ㊞ 

 

 私は、契約書及び本書面により事業所から地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護サー

ビスについての重要事項の説明を受け、１部を受領しました。 

 

利用者氏名                              

 

 

                      ㊞ 

 

身元引受人氏名                            

 

 

                      ㊞ 

 

 

連帯保証人氏名                            

 

 

                      ㊞ 

本重要事項説明書と同時に「契約書」にも署名・捺印し、これをもって契約開始となります。 


